
議場における発言等に関する運用基準の一部改正について

平成２１年 ３月 日

議場における発言等に関する運用基準の一部を改正する基準(案)

議場における発言等に関する運用基準（平成６年１２月２０日施行）の一部を次の

ように改正する。

改 正 前 改 正 後

第 1 条 この基準は、福島町議会の議場

における発言等に関し、福島町議会委

員会条例及び福島町議会会議規則に定

める関係規定の運用について定める。

第 2 条 この基準における用語の意義は、

次の各号に定めるところによる。

(1) 演壇 議長席前方に設けられた演

台をいう。

(2) 質問席 議員席前方に設けられた

演台をいう。

(3) 自席 議員は議席を、説明員はあら

かじめ定められた席を、その他は議長

又は委員長(以下「議長等」という。)

の指定した席をいう。

第 3 条 議長、副議長並びに執行機関の

長等の就(退)任の挨拶は演壇で行な

う。

第 4 条 定例会の行政報告及び臨時会の

町長等の挨拶は演壇で行なう。

第 5 条～第 18 条 (略)

(参考)

議場における発言等の位置(運用基準)

1 議長・副議長の就(退)任挨拶 … 演

壇

2 執行機関の長等の就(退)任挨拶 …

演壇

第 1 条 この基準は、福島町議会の議場

における発言等に関し、福島町議会会

議条例に定める関係規定の運用につい

て定める。

第 2 条 この基準における用語の意義は、

次の各号に定めるところによる。

(1) 演壇 議長席前方に設けられた演

台をいう。

(2) 質問席 議員席前方に設けられた

演台 (移動式)をいう。

(3) 自席 議員は議席を、説明員はあら

かじめ定められた席を、その他は議長

又は委員長(以下「議長等」という。)

の指定した席をいう。

第 3 条 一般選挙後の最初の会議におい

て議長、副議長を志す者の所信表明に

ついては演壇で行う。

第 4 条 議長、副議長並びに執行機関の

長等の就(退)任の挨拶は演壇で行な

う。

第 5 条 定例に再開する会議の行政報告

及び定例に再会する以外の本会議の町

長、教育長等の挨拶は演壇で行なう。

第 6 条～第 19 条

(参考)

議場における発言等の位置(運用基準)

1 議長・副議長を志す者の所信表明 …

演壇

2 議長・副議長の就(退)任挨拶 … 演

壇

3 執行機関の長等の就(退)任挨拶 …

演壇



3 定例会の行政報告 … 演壇

4 臨時会の町長等挨拶 … 演壇

5 町政執行方針・教育行政の執行方針

… 演壇

上記の質疑・答弁 … 自席

6 一般質問

1 回目質問・答弁 … 質問席 演壇

再(々)質問・答弁 … 自席

7 緊急質問

1 回目質問・答弁 … 質問席 演壇

再(々)質問・答弁 … 自席

8～17 (略)

4 定例に再開する本会議の行政報告

… 演壇

5 定例に再開する以外の本会議の町長

等挨拶 … 演壇

6 町政執行方針・教育行政の執行方針

… 演壇

(削除 )

7 一般質問

1 回目質問・答弁 … 質問席 演壇

再質問以降・答弁 … 自席

8 緊急質問

1 回目質問・答弁 … 質問席 演壇

再質問以降・答弁 … 自席

9～19 (略)

附 則

この基準は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。


